
別紙 

 「航空法施行規則案」に関するパブリックコメントについて 

平成２０年１０月 

航空局技術部運航課 

 

背景・目的 

  航空機を用いた爆発物等の輸送にあっては、航空法（昭和２７年法律第２３１号）第８６条

において、国土交通省令で定める爆発物等について航空機による輸送を禁止しており、航空法

施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号）第１９４条第１項各号において輸送禁止物件を規定

するとともに、同条第２項において、告示の技術上の基準等に従って輸送する場合には当該禁

止物件に含まれないこととしている。 

 

  爆発物等の輸送に係る技術基準については、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）において策定さ

れる危険物の航空安全輸送に関する技術指針（ＩＣＡＯ－ＴＩ）を国内法規に反映させる必要

があり、航空法施行規則第１９４条第１項各号で爆発物等についてその輸送を禁止するととも

に、同条第２項第２号並びに「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示（昭和５８年

運輸省告示第５７２号）」において、輸送可能物件を規定している。 

 

  今般、ＩＣＡＯ－ＴＩの改正が行われたため、「航空法施行規則」について所要の改正を行う

ものである。なお、「航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示」については別途改正を

行う予定である。 

 

改正の概要 

  輸送を禁止する物件についての改正 

   高圧ガスの基準の改正（第１９４条第１項第２号ハ） 

 その他のガスの基準値を２８０ｋＰａから３０１．３ｋＰａに改正する。 

 

スケジュール 

  公布：平成２０年１１月下旬 

  施行：平成２１年１月１日 


